
「オーディオスポットライト」レンタル申込書

株式会社プロジェクトケー レンタル事業部　御中

TEL:045-253-7941 FAX:045-242-8373

当社（私）は、貴社の「レンタル料金」及び「レンタル約款」を承諾し、この申込書に記載のとおりレンタ

ルの申し込みを致します。

■申込者情報 　 申込日：平成　　　　年　　　　月　　　　日 　

ふりがな

名称又は氏名

ふりがな

代表者名 会社印

ふりがな

本店住所 〒　　　　－

申込担当部署 申込担当者

電話番号 　　　　（　　　　　） ＦＡＸ番号 　　　　（　　　　　）

資　本　金 万円 従業員数 名

事業内容 設立年月日 　　　　　年　　　月　　　日　

担当者メール 　＠

ホームページ ｈｔｔｐ：／／

■希望レンタル期間

レンタル開始日 平成　　　年　　　月　　　日 返却予定日 平成　　　年　　　月　　　日

レンタル台数 ＡＳ１６型　　　　　　　台 レンタル泊数 　　　　泊　　　　日

ご利用目的

（具体的使用方法）

使用場所

（使用会場所在地）

■支払条件等

お支払条件 □　銀行振込　　□　代金引換　□　クレジットカード　□　小切手

ふりがな

請求書送付先 〒　　　　－

備　　考

■その他

所在証明書類 　□　法人登記簿謄本（履歴事項証明）　□　担当者様名刺

約款確認書 　□　レンタル約款確認書　社名及び押印



「オーディオスポットライト」レンタルの流れ

予定レンタル期間の空き状況を確認

１２０日前よりレンタルの予約を受付いたします

↓

希望レンタル期間のお見積書を送付

レンタル料金についてはお見積書を発行いたします

↓

レンタル申込書及び約款確認書を送付受付

レンタル申込書と約款確認書を送付受付

↓
１０日以内に１０％以上の予約金をお振り込み

レンタル料金の１０％以上の金額を申込み金として申し受けます

↓
レンタル開始４日前までに残金をお振り込み

レンタル料金の残金を申し受けします

↓

レンタル開始指定日に機材を配送

ご指定の場所に機材を配送致します

↓

↓

↓
レンタル終了指定日に機材を返却

延泊分がござましたら別途ご請求させて頂きます



オーディオスポットライトレンタル約款

第１条（総則）

本レンタル約款は、オーディオスポットライト（以下「機材」という）のレンタルに関して、お客様（以下

「甲」という）と株式会社プロジェクトケー（以下「乙」という）との間に成立する賃貸借契約（以下「レ

ンタル契約」という）について、別に契約書類または取り決め等による特約がない場合に適用される。

第２条（発注、契約変更、キャンセル）

　１．申込みは、原則としてレンタル期間の１２０日前より受付を開始する。

　２．甲は、乙が申し込みを承諾した場合、乙所定のレンタル申込書（以下「申込書」という）及び乙が指

　　　定する所在証明書類等、本約款確認印を乙に郵便または宅急便にて送付し申込みすることとする。

　３．乙は、レンタル期間の希望に沿えない場合は、速やかにその旨を甲に通知することとする。

　４．甲が前項により申込書を送付し、乙が申込みを受託した後に、甲が注文の撤回または著しく内容を変

　　　更する場合は、乙に対し所定のキャンセル料を支払うものとする。

基準日数 １４日前以前 ４－１４日前 前日より３日前 当日（発送前）当日以降（発送済）

キャンセル料金 0% 10% 30% 50% 100%

第３条（レンタル期間）

レンタル期間は、申込書に記載した期間とし、乙が甲に機材を引き渡した日をレンタル開始日、甲が乙に当

該機材を返還し、乙に到着した日をレンタル終了日とする。尚、返却日が乙の休日に該当する場合は、翌営

日をレンタル終了日とする。

第４条（レンタル料金）

　１．レンタル料金は別途定めた現行料金表により計算されるものとする。

　２．乙は甲に対し、レンタル料金の明細を明らかにし、甲はこれをレンタル開始日の４日前までに乙に支

　　　払うこととする。尚、別途の定めなく支払いがない場合は、乙は契約解除をすることができる。

　３．申込み金は、レンタル料金の１０％以上とし、申込み受託後１０日以内に乙に支払うこととする。

　４．前項にかかわらず、乙が事前に承諾した場合には、別に定める支払い条件に従うことができる。

第５条（機材の引き渡し）

　１．乙は甲に対し、機材を甲の指定する日本国内の場所においてレンタル開始日に引き渡し、甲は機材を

　　　レンタル終了日までに返還することとする。

　２．甲が乙から機材の引き渡しを受けた後遅滞なく機材の台数につき不足の申し立てがなかった場合は、

　　　申込書記載の台数どおり甲に引き渡されたものとする。

　３．甲が乙から機材の引き渡しを受けた後遅滞なく機材の性能の欠陥につき申し立てがなかった場合は、

　　　機材は通常の性能を備えた状態で甲に引き渡されたものとする。

第６条（不可抗力）

乙が甲に対し納期までに天災、地変、火災、戦争、内乱、その他不可抗力（乙の責によらないものに限る）

により機材の納期を完了できないことが明らかになったときは、その事由の継続する期間に限り、乙は遅滞

の責を負わないものとする。

第７条（担保責任）

乙は、甲に対し、引き渡し時において機材が正常な性能を備えていることのみを担保とし、機材の商品性、

又は甲の使用目的への適合性については担保しない。



第８条（機材の取り替え）

　１．機材引き渡し後の甲の責めに帰すべからざる事由に基づいて、機材が正常に作動しなくなった場合、

　　　乙は機材を速やかに交換、又は修理するものとする。この場合、乙は機材の交換又は修理のために使

　　　用が妨げられた期間のレンタル料金を日割計算により減免するものとする。

　２．乙は前項に定める以外の一切の保証をしないものとする。

第９条（機材の使用保管）

　１．甲は、機材を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、これに要する費用は甲が負担する。また、

　　　甲は申込書に記載した利用目的以外に機材を使用しないものとする。

　２．甲は、以下の行為を行うことができないものとする。

　　　Ａ．機材を譲渡、転貸、又は改造、分解、修理、内部調整をすること。

　　　Ｂ．機材に貼付された標識類を汚損又は除去すること。

　　　Ｃ．機材について質権及び譲渡担保、その他機材の所有権、並びに乙の権利の行使を制限する一切の

　　　　　権利を設定すること。

　　　Ｄ．甲は、機材について他からの強制執行やその他法律的・事実的障害がないように保全するととも

　　　　　に、仮にこのような事態が生じたときは、直ちにこれを乙に通知し、かつ速やかにその事態を解

　　　　　消させるものとする。

第１０条（機材の滅失、毀損、一部分解）

甲の責めに帰すべき事由により機材を滅失（修理不能、所有権の侵害を含む）又は毀損、一部分解（所有権

の侵害を含む）した場合、甲は乙に対し、代替機材（新品）の購入代相当額又は修理相当額を支払い、損害

があるときはこれを賠償する。なお、甲は物件の使用可否にかかわらず、レンタル期間中はレンタル料の支

払義務を免れない。

第１１条（機材の輸出禁止）

　甲は、機材を日本国内においてのみ使用する。海外への持ち出しは乙の承諾が必要とする。

第１２条（保険）

　１．乙は甲が求める場合には機材に対し、動産総合保険を不保する。

　２．物件に保険事故が生じた場合には、甲は直ちにその旨を乙に通知するとともに、乙の保険受領手続き

　　　に協力し、必要な一切の書類を遅滞なく交付する。

　３．甲が前項の義務を履行した場合には、甲が乙に賠償しなければならない第１０条の金額について、乙

　　　が受領した保険金の限度でその義務を免除される。但し、甲が前項の通知義務、協力義務を怠り、又

　　　は機材の滅失毀損について故意又は重過失がある場合は、この限りではない。

第１３条（中途解約）

他に定める場合を除き、レンタル期間中、レンタル契約を解約することはできない。甲は、レンタル期間中

機材を返還した場合でも、レンタル期間のレンタル料金全額を乙に支払うこととする。

第１４条（即時解約等）

　１．甲が次の各号の一つにでも該当する場合、乙は甲に対して通知又は催告をすることなくレンタル契約

　　　を解除することができる。

　　　Ａ．レンタル料の支払いを１回でも遅滞したとき。

　　　Ｂ．レンタル契約の各条項に違反したとき。

　　　Ｃ．支払いを停止し、または手形・小切手を不渡りにしたとき。



　　　Ｄ．仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、または整理、民事再生、

　　　　　破産、会社更生などの申立があったとき。

　　　Ｅ．営業の停止、解散の決議をし、又は業務停止の処分を受けたとき。

　　　Ｆ．営業が引き続き不振であり、または営業の継続が困難であると乙が認めたとき。

　２．前項によりレンタル契約が解除された場合、この解除により乙に損害が発生したか否かに拘わらず、

　　　乙は甲に対し所定の違約金を請求することができる。

　３．乙によって第１項及び第２項の処置がとられた場合でも、レンタル契約に基づくその他甲の義務（第

　　　１項の解除により乙に生じた損害の賠償義務を含む）は何ら免除されない。

　４．レンタル契約に基づく甲の義務の不履行に関する一切の費用は、甲の負担とする。

第１５条（機材の返還）

　１．レンタル期間の満了、契約の解除、解約、その他の事由によってこの契約が終了したときは、甲は直

　　　ちに機材を乙に返還する。万一返還を遅滞した場合は、甲は機材の返還完了まで第４条のレンタル料

　　　相当額を損害金として乙に支払い、かつ本契約に定められたすべての義務を履行する。

　２．返還時に、機材が損傷等により現状と異なるときは、甲はその修理もしくは復旧費用を負担する。

　３．甲が機材を直ちに返還しない場合は、乙は機材をその保管場所に立ち入って回収することができる。

　　　この場合、乙が機材の返還を得るため必要な措置をとったときは、甲は乙の当該作業に要した一切の

　　　費用（撤去費用、運送費用、訴訟費用、弁護士費用等含む）を負担する。

第１６条（遅延利息）

甲がレンタル契約に基づく債務の履行を遅滞したとき、甲は乙に対し、製品代金の２倍を限度として１台

８，４００円／日の遅延レンタル料を支払う。

第１７条（乙の権利の侵害）

　１．甲は、レンタル期間中、又は乙に機材を返還した後であるかに拘わらず、機材の構造、形状その他一

　　　部を模擬して製作することはできない。

　２．甲が、本約款の各条項に違反した場合は第１４条１項２号の規定により契約を解除するものとし、乙

　　　は甲に対し知的所有権の侵害等で損害賠償を求めることができるものとする。

第１８条（通知・報告義務）

　１．甲に第１４条１項各号のいずれかの事由が発生したとき、又は甲の住所、商号、代表者、申込責任者

　　　に変更があるときは、甲は直ちにその旨を乙に書面で通知しなければならない。

　２．乙から要求があったときは、甲はいつでも機材の設置、保管、使用の状況について乙が指定する方法

　　　で報告しなければならない。

第１９条（合意管轄）

レンタル契約について訴訟の必要が生じたときは、乙の本社所在地を管轄する横浜地方裁判所または横浜簡

易裁判所を合意管轄裁判所とする。

第２０条（特約条項）

本約款に定めていない事項は、お互い協議により解決するものとする。

上記のレンタル約款を確認し承諾しましたので、申込書と共に送付いたします。

会社印

会社名 担当者名



AUDIO SPOTLIGHT RENTAL PRICE 2014

・　 レンタル料金には、往復の配送費用（沖縄・離島を除く）及び消費税を含んでいます。

・　 セットには、スピーカ本体、専用アンプ、ケーブル類が含まれています。尚、スピーカー設置

のマウント類はセットに含まれません。マウント類は別途ご購入されるか各自でご用意下さい。

・　 日数のカウントは、レンタル製品到着日より、弊社へ返却到着日となります。※最低５泊より

・　 スピーカーの設営及び撤去の出張サービスは行っておりませんが、感度調整、使用方法の説明、

プレゼンテーションの出張サービスは別途料金にてお受けしております。

・　 レンタル料金は、原則として前金とさせて頂きます。クレジットカードの使用も可能です。

・　 ２０１４年４月１日基準

システム １セット ２セット ３セット ４セット ５セット ６セット 以降１セット

基本料金 \21,600 \21,600 \21,600 \21,600 \21,600 \21,600 \0

往復送料 \3,240 \6,480 \9,720 \12,960 \16,200 \19,440 \3,240

１日単価 \4,320 \8,640 \12,960 \17,280 \21,600 \25,920 \3,240

５泊６日 \46,440 \71,280 \96,120 \120,960 \145,800 \170,640 \22,680

６泊７日 \50,760 \79,920 \109,080 \138,240 \167,400 \196,560 \25,920

７泊８日 \55,080 \88,560 \122,040 \155,520 \189,000 \222,480 \29,160

８泊９日 \59,400 \97,200 \135,000 \172,800 \210,600 \248,400 \32,400

９泊１０日 \63,720 \105,840 \147,960 \190,080 \232,200 \274,320 \35,640

１０泊１１日 \68,040 \114,480 \160,920 \207,360 \253,800 \300,240 \38,880

１１泊１２日 \72,360 \123,120 \173,880 \224,640 \275,400 \326,160 \42,120

１２泊１３日 \76,680 \131,760 \186,840 \241,920 \297,000 \352,080 \45,360

１３泊１４日 \81,000 \140,400 \199,800 \259,200 \318,600 \378,000 \48,600

１４泊１５日 \85,320 \149,040 \212,760 \276,480 \340,200 \403,920 \51,840

１５泊１６日 \89,640 \157,680 \225,720 \293,760 \361,800 \429,840 \55,080

１６泊１７日 \93,960 \166,320 \238,680 \311,040 \383,400 \455,760 \58,320

１７泊１８日 \98,280 \174,960 \251,640 \328,320 \405,000 \481,680 \61,560

１８泊１９日 \102,600 \183,600 \264,600 \345,600 \426,600 \507,600 \64,800

１９泊２０日 \106,920 \192,240 \277,560 \362,880 \448,200 \533,520 \68,040

２０泊２１日 \111,240 \200,880 \290,520 \380,160 \469,800 \559,440 \71,280

２１泊２２日 \115,560 \209,520 \303,480 \397,440 \491,400 \585,360 \74,520

２２泊２３日 \119,880 \218,160 \316,440 \414,720 \513,000 \611,280 \77,760

２３泊２４日 \124,200 \226,800 \329,400 \432,000 \534,600 \637,200 \81,000

２４泊２５日 \128,520 \235,440 \342,360 \449,280 \556,200 \663,120 \84,240

２５泊２６日 \132,840 \244,080 \355,320 \466,560 \577,800 \689,040 \87,480

２６泊２７日 \137,160 \252,720 \368,280 \483,840 \599,400 \714,960 \90,720

２７泊２８日 \141,480 \261,360 \381,240 \501,120 \621,000 \740,880 \93,960

２８泊２９日 \145,800 \270,000 \394,200 \518,400 \642,600 \766,800 \97,200

２９泊３０日 \150,120 \278,640 \407,160 \535,680 \664,200 \792,720 \100,440

３０泊３１日 \154,440 \287,280 \420,120 \552,960 \685,800 \818,640 \103,680

以降単価 １セット１日当たり\3,240を加算

延長単価 予定期日を経過後の延長１セット１日当たり\8,640を加算（後日ご請求）

出張サービス ４時間43,200円（神奈川県・東京２３区）他地域別途相談

株式会社プロジェクトケーＡＳＬ事業部
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